
助成金申請の流れ

① 助成対象事業指定申請

▼ 指定申請書（様式第1号）
（１）事業計画書（様式第2号）
（２）収支予算書（様式第3号）
（３）見積書等経費の額を示す書類
（４）施設の位置図・設計図

（５）法人登記事項証明書の写し（法
人のみ）
（６）住民票（個人事業主のみ）
（７）融資の実行または実行予定で
　あることを証する書類 （金銭消費
　貸借契約証書、金融機関が発行
　する融資証明書 等）
（８）市税完納証明書
（９）直近３年分の決算報告書

④ 宿泊施設立地奨励事業
　 　　　　／雇用創出事業 交付申請

▼ 交付申請書（様式第10号）
（１）事業報告書（様式第11号）
（２）収支決算書（様式第12号）
（３）新規雇用従業員及び市内新規雇用従業
　員一覧表（様式第13号）
（４）最新の決算報告書
（５設敷の位置図・敷地平面図・建物配置図・
　平面図
（６）土地建物の登記事項証明書の写し（借地
　借家の場合は契約書の写し）
（７）請求著・内訳書の写し
（８）経費の支払を証する書類
（９）固定資産台帳の写し
（１０）宿泊施設の工事完了写真
（１１）旅館業法に基づく許可証の写し
（１２）建築基準法に基づく検査済証の写し
（１３）新規雇用従業員の雇用保険資格取得
　通知の写し
（１４）市内新規雇用従業員の住民票
（１５）市税完納証明書
（１６）当該宿泊施設のパンフレット等

⑤ 経営安定化支援事業 
　　交付申請

▼ 交付申請書（様式第14号）
（１）最新の決算報告書
（２）施設に係る固定資産税納税
　通知書の写し
（３）施設に係る固定資産課税台
　帳登録証明書および当該固定
　資産課税台帳の写し
（４）市税完納証明書
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工事着工
　  ・必ず①の指定を受けた後に着工してください

宿泊施設の営業開始
 　 ・営業開始届出書（様式5号）の提出

　　・増設又は改修の場合は、着工日から1年以内に営業を開始

営業継続報告
　　・営業継続申請書（様式第18号）の提出

　　・営業開始日から10年を経過するまで、毎年8月末日までに提出

助成対象事業指定申請
　　・指定申請書（様式1号）の提出

　　・着工の前までに申請

＜宿泊施設立地奨励事業・雇用創出事業＞ 交付申請　　
　　・交付申請書（様式第10号）の提出

　　・施設の営業開始日～その翌年度の3月31日までに申請

＜経営安定化支援事業＞交付申請　
　　・交付申請書（様式第14号）の提出

　　・助成対象年度の翌年度の8月末までに、毎年度申請


